
２ 地域づくりにおける学校のあり方について
＜学校運営協議会制度の活用＞
１ 導入の背景
・時代の変化に伴い、保護者、地域から多様かつ高度な要請や開かれた学校づくり
を求める声が寄せられるようになった。

・平成１６年６月、地教行法に学校運営協議会制度が規定される。
・平成２９年３月、地教行法の改正により、協議会設置が努力義務化される。

、 （ 、 。）・上記改正により 教職員人事の規定が緩和 任用については 教委規則で定める

■本市では、平成２４年度に導入した「学校評議員制度」を発展的に解消し、
平成３１年度から「学校運営協議会制度」を導入し、市立小・中学校をコミュニ
ティ・スクールとした。

２ コミュニティ・スクールの仕組み
コミュニティ・スクールには 「学校運営協議会」が設置され、委員（教委か、

ら任命された保護者や地域住民等）が一定の権限をもって、学校運営の基本方針
を承認し、教育活動について意見を述べるほか、家庭教育の充実や地域行事の活
性化等に向け、学校からの協力を求めるなど、学校、家庭、地域が互いに支援し
合う仕組み

＜本市の現状＞
１ 学校運営協議会構成人数 (Ｒ７：５５協議会）

小・中計 １校あたりの平均 有識者 １１％
地域関係者 ７０％

人 数 ４７８人 ８．７人 保護者 １９％

＊雄和小・中、岩見三内小・中は、小中で１協議会を設置

（校）２ 地域人材の活用状況

学習活動 小学校41校 中学校20校

郷土の伝統芸能や祭りについて体験を通して学ぶ ２６(63％) １１(55％)
活動
郷土の先人の偉業や、郷土の歴史について学ぶ活 ２７(66％) ７(35％)
動
郷土の特産物や郷土料理について学ぶ活動 ２０(49％) ８(40％)

身近な自然に対する子どもの気付きや疑問を大切 ２９(71％) ７(35％)
にした活動
自然災害や環境問題に関して学び、対応策や提言 ２１(51％) ８(40％)
等をまとめる活動
＊１校当たりの活用状況 小：４４．５人／校、中：２１．８人／校

３ 学校施設の地域開放

・学校開放用のミーティングルームを備え付けている学校（５校）

牛島小、川尻小、仁井田小、四ツ小屋小、御所野小

・学校に児童室を併設している学校（６校）

下新城小、豊岩小、下浜小、岩見三内小、河辺小、戸島小
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